
精神障害者の退院支援と障害福祉計画  

全∈訓章害福祉計画担当者会議   

平成18年5月11日   



精神保健福祉施策の直面する課題  

○ 精神病床数の多さの反面、地域で精神障害者を支えるための社会資源、支援体制が   
不十分。受入条件が整えば退院可能な精神障害者が約7万人。  

○ 障害種別ごとに大きな福祉サービス格差。制度的にも様々な不整合、精神障害者は   

支援費制度の対象にすら入っていなかった。  

○ 精神障害者社会復帰施設の整備状況や、居宅生活支援事業の実施状況に大きな地   

域格差。  

○ 働く意欲のある障害者が必ずしも働けていない。  

○ 精神障害への理解不足、根強い偏見。  

障害者自立支援法による支援体制の強化  
・障害福祉サービスの提供を市町村に一元化  

・巨的に応じてサービス体系を再編  

・障害福祉計画による地域生活、社会復帰の支援基盤の整備  
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我が国の精神病床数の状況  

【人口当たり精神病床数（OECD）】  
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基準病床数と精神病床数の状況（人口10万当たり）  
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（出典：H14厚生労働省調査＋H14推計人口）4   



受入条件が整えば退院可能な入院期間別患者数   

受入条件が整えば退院可能な精神入院患者は約7万人であるが、入院期間力＼ら見ると、その約半数  

は入院3年未満  
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社会復帰施設の整備状況（通所型）  
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精神障害者ホームヘルプ利用者数の状況（人口10万当たり）  

〈平成17年4月〉  単位：人  
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精神障害者グループホーム定員数（人口10万人当たり）  

〈平成17年4月〉  単位：人   
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精神保健福祉施策の改革ビジョンの枠組み  

精神保健福祉施策について、「入院医療中心から地域生活中心へ」改革を進めるため、  
①国民の理解の深化、②精神医療の改革、③地域生活支援の強化を今後10年間で進める。  

「入院医療中心から地域生活中心へ」という  

精神保健福祉施策の基本的方策の実現  

※上記により、今後10年間で必要な精神病床数の約7万床減少を促す  
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精神障害者の退院支援と自立支援法について  
自立支援法によって精神障害者の退院支援に期待される効果としては、  

【精神障筆者に対する福祉サービスの普遍化】   
精神障害福祉も他の障害と並んで市町村に一元化されることにより、未実施地域での提供開始など、退院時の受入体制を整備。  

【精神障害者のニーズに応じたサービス提供】  
・目的に応じたサービス体系の再鼠身近な地域で福祉サ「ビス提供を亘能とするための規制見直し、複数種塀のサービス組合せ（多機能型）な  

ど、多様な精神障害者のニーズに対応できる提供体制づくり。  
・相談支援や、個別支援計画に基づいて、各福祉サービスは、個々の精神障害者のニーズに応じて退院後の地域生活を支える支援を展開。  

〔地域移行過程を支えるサ⊥ビス】  
入院から地域生活への段階的な移行形態として選択できるよう、地域移行型ホームや、精神病棟の転換による退院支援施設の仕組みを導入。  

【退院時・後の支援に当たっての連携強化】  
相談支援事業の実施、退院促進支援事業等の地域生活支援事業、多嘩な主仕による事業参入等を通じて、医療と福祉、就労等の関係者が連  

携しつつ、精神障害者の特性に応じた退院時・後を通じた支援を展開。  

【福祉サービス財源の安定化】  
従来の精神障害福祉では、社会復帰施設、在宅サ∴ビスとも裁量的経費。国、都道府県の財政負担義務化によって、地域移行を支える福祉  

サービス財源が安定化。  

など・  
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障害関係サービスの計画的整備   



障害福祉計画策定と精神障害者支援に係る主な視点  

○個別給付サービスの見込みへの精神障害関連サービスの反映   

介護給付、訓練等給付に係るサービスの見込みに当たっては、以下のような観点を踏まえつつ、精神障害者に係る   
必要量を反映したものとすることが必要。  

・従来の制度下における精神障害者のサービス利用の伸び  
・受入条件が整えば退院可能な精神障害者（約7万人）の解消に向けて、通常の伸びに加え特に必要と見込まれる  

サービス利用の伸び  
・精神障害者社会復帰施設から新サービス体系への移行促進  など  
※ 介護給付、訓練等給付の実施主体は、原則として入院・入所前に居住していた市町村。  

○地域生活支援事業の活用による精神障害者支援  

介護給付、訓練等給付に係るサービス以外にも、地土或生活支援事業による支援を検討し、取組方針を計画に記載す   
ることが必要。  

〈市町村〉居住サポート事業、成年後見制度利用支援事業、地域活動支援センター事業による支援  
〈都道府県〉精神障害者退院促進支援事業による退院支援、就業・生活支援センタ」事業による支援  

など   
など  

○精神障害者に係る相談支援体制の構築  
障害者に係る一般的な相談支援は、障害種別を超えて横断的に市町村に一元化されることから、精神障害者に係る   

相談支援体制について、必要に応じて広域での共同実施等を視野に入れつつ整備することが必要。  

・精神障害者に係るケアマネジメント体制  

・医療と福祉の連携による退院時・後の支援など、関係機関・関係者の連携強化  
・人材育成、広域調整など、都道府県による専門的、技術的支援■  など  

○精神障害に関する正しい理解の促進   
障害種別を超えて福祉サービスの提供制度が一元化されることを踏まえ、他の障害と併せ、矢口識の普及啓発や交流   

等を通じて、精神障害に関する正しい理解の促進に資するための取組が重要。  
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精神保健医療福祉に係る障害福祉計画と医療計画の関係  
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精神障害者の地域移行と居住系サービスの関係   

く形態〉  

独立生活  

共同生活  

集団生活  

〈場所〉  敷地内   
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地域移行型ホーム・退院支援施設のあらまし（案）  

地土或移行型ホーム   精神障害者退院支援施設  

病棟設備を転用する場合   外で設置する場合   

法律位置付け   共同生活援助、共同生活介護   自立訓練（生活訓練）、就労移行支援の加算事項   

定員規模   ○事業の最低定員：4人以上  20人以上60人以下   20人から30人程度   

01住居当たり20人（知事の個別承認で  
30人）まで（既存建物の活用に限定）  

居  室   ○原則として個室   01室当たり4人以下   ○原則として個室  

01人当たり床面積：7．43ポ以上   01人当たり床面積：6ポ以上   01人当たり床面積：8ポ以上   

備   居間又は食堂、台所、洗面設備、便所等  食堂、浴室、洗面設備、便所等   

【共同生活援助の場合】   【生活訓練の場合】  

○世話人   10：1以上   ○生活支援員  6：1以上  

人員配置  【共同生活介護の場合】   【就労移行支援の場合】  

○世話人  6：1以上   ○職業指導員・生活支援員  6：1以上  

○生活支援員 （区分3）9：1以上   ○就労支援員 15：1以上  

（区分4）6：1以上   【共通事項】  

（区分5）4：1以上   ○サービス管理責任者   1人  

（区分6）2．5：1以上  ○夜間の生活支援員   1人以上   

【共通事項】  

○サービス管理責任者30：1以上  

報酬基準   ○共同生活援助：171単位   ＜定員40人以下の場合＞   

（日単位）   ○共同生活介護（区分2）：210単位   ○生活訓練：639単位  →1月（22日）分：14，058単位  

（区分3）：273単位   ○就労移行支援：736単位   →1月（22日）分：16、192単位  

（区分4）：300単位   ○精神嘩害者退院支援施設加算  

（区分5）：353単位   く宿直体制〉115単位  →1月（30日）分：3，450単位  

（区分6）：444単位   〈夜勤体制〉180単位  →1月（30∈り分：5，400単位   

備  考   ○原則2年の利用期間   02年乃至3年の標準利用期間（日中の自立訓練、就労移行茸援に夜間が付属）  

○外部の日中活動サービス等を利用   ○精神病棟転換によって設置（病棟設備の転用又は病棟建物外での設置）  1  



地域生活支援事業と精神障害者支援  
・精神障害者の支援体制づくりについては、介護給付、訓練等御寸のみでなく、地域の実情に応じて、■地域生活支嘩事業による  
取組を組み合わせることが必要。  

・精神障害者のニーズを踏まえ、居住サポート事業や退院促進支援専業を地域生活支援事業の中に位置付け。  

市町村地域生活支援事業の例  

○障害者相談支援事業〈地方交付税〉  
地域の障害者等の福祉に関する相談に応じて、必要な情報の提供や助言などを行う。  

○市町村相談支援機能強化事業〈国庫補助〉  
相談支援事業の機能強化のため、保健師、精神保健福祉士、社会福祉士等の専門的職員を配置する。  

○地域活動支援センター事業〈国庫補助〉  

障害者等に対し、適所で、創作的活動、生産活動の機会の提供、社会との交流促進などを、地域の実情に応じて実施。  

○成年後見制度利用支援事業〈国庫補助〉  
知的障害者、精神障害者のうち判断能力が不十分な者について、成年後見制度の利用を支援する。  

○住宅入居等支援事業（居住サポート事業）〈国庫補助〉  

賃貸住宅への入所を希望しているが保証人不在等の理由により入居が困難な障害者に対し、入居に必要な調整等の支援や、家主等へ  
の相談・助言等を行う。  
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居住サポート事業（イメージ図）  

利用者  
一般住宅への入居が困難な状  

にある知的障害者・精神障害者  

地域の支援体制  

福祉サービス事業者  

就労先企業  

医療機関等  

家主  
親族等  

居住サポート事業者  
（指定相談支援事業者等）   

事業内容   

○入居支援  
物件あっせん依頼、入居契約手続き支援   

024時間支援  
緊急時等の対応   

○地域の支援体制に係る調整  
関係機関等との連絡・調整   

不動産業者  



精神障害者退院促進支援事業（イメージ図）  

関係機関等  

日中活動の場  
○障害福祉サービス  
○保健所グループワーク  

○精神科デイケア 等  

行政機関  
○市町村  

○保健所  
○福祉事務所 等  
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退院可能精神障害者（約7万人）に係るサービス見込について  

O 「受入条件が整えば退院可能な精神障害者」（平成14年患者調査で約7万人）に対する地域における支援体制つ   
くりを推進するため、必要なサービスを見込むに当たって、特別なサービス拡大要因として織り込むこととする。  

○ 退院可能精神障害者については、各市町村からの入院患者が含まれ得るものであること、退院後の福祉サービスは   
入院前の居住市町村が提供するものであることなどを踏まえ、各市町村における見込量に反映。  

都
道
府
県
 
 

圏域等を勘案しつつ、必要に応じて調整   
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く参考1〉平成15，16年度精神障害者退院促進支援事業における退院者の状況  

退院時の居住の場  

5％  

退院時の日中活動の場  

四自宅（家族同居、一人暮らし等）  

国居住サービス（施設、グループホーム等）  

□その他   臼福祉サービス利用国医療サービス利用□その他  

※ 平成15，16年度の退院促進支援事業において退院した者の状況  

※ 日中活動の場は複数利用も含めた実績   

〈参考2〉精神障害者社会復帰サービス等ニーズ調査  

主治医からの回答では、現在の状態でも受入条件が整えば退院可能と回答された者のうち、  

・ホームヘルプサービスが不可欠   22．4％  

望ましい   41．9％  
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